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　国民年金は、老後の備えとしてだけでなく、障害や死亡と
いった万が一のための備えにもなります。しかし、保険料
の未納期間がある方は、それらの給付が受けられない場合
があります。そこで、国民年金の制度を理解していただき、
このような事態を防ぐため、国民年金についての納付相談
をおこないます。ぜひお立ち寄りください。

�日時／７月３日�　午前１１時～午後４時
　　　　７月４日�　午前９時～午後３時
�場所／中央公民館　３階会議室（１日目）
　　　　　　　　　　１階研修室（２日目）
�主催／社会保険事務局留萌事務所国民年金業務課

�問合せ先
町民福祉課
国保医療年金係
（内線106）


